
児童扶養手当法の一部を改正する法律の概要

一人親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るため、
児童扶養手当について父子家庭の父を支給対象とする措置を講ずること。

趣 旨

概 要

１．児童扶養手当の父子家庭への支給

現行、支給対象となっていない「子と生計を同じくしている父」について、児童扶養手当
の支給対象とする。

２．施行期日等

（１）施行日

平成２２年８月１日

（２）経過措置等

請求の手続等について所要の経過措置を設ける等する。
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